




議案第 2号 

定款の一部変更について 

土地区画整理法第３１条第１号の規定により下記のとおり議決を求める。 
                         記 

現  行 変 更 案 
（役員の被選挙権） 
第１４条 
 次の各号に掲げる者は、役員の被選挙権を
有しない。 
 二 成年被後見人又は被保佐人 
 三 禁固以上の刑に処せられ、その執行を

終わるまで、又はその執行を受けること
がなくなるまでの者 

（役員の被選挙権） 
第１４条 
 次の各号に掲げる者は、役員の被選挙権を
有しない。 
 二 （削除） 
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けること
がなくなるまでの者 

（総代の被選挙権） 
第４０条 
 次の各号に掲げる者は、総代の被選挙権を
有しない。 
 二 成年被後見人又は被保佐人 
三 禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けること
がなくなるまでの者 

（総代の被選挙権） 
第４０条 
 次の各号に掲げる者は、総代の被選挙権を
有しない。 
 二 （削除） 
二 禁固以上の刑に処せられ、その執行を
終わるまで、又はその執行を受けること
がなくなるまでの者 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 
第８１条  
２ 前項の規定により清算金を分割徴収し、

又は分割交付する場合において当該清算
金に付するべき利子は年６％とし、第１回
の分割徴収し又は分割交付すべき期日の
翌日から付するものとする。 

 

（清算金の分割徴収又は分割交付） 
第８１条 
２ 前項の規定により清算金を分割徴収し、
又は分割交付する場合において当該清算
金に付するべき利子は法第１０３条第４
項の規定による公告があった日の翌日に
おける法定利率（分割徴収する場合にあっ
ては、当該法定利率以内で規則で定める
率）とし、第１回の分割徴収し又は分割交
付すべき期日の翌日から付するものとす
る。 

 
 附 則 
 この定款は、法第３９条第４項の公告のあ
った日から施行する。 

令和３年７月３１日 提出      参考 
          さいたま市七里駅北側特定土地区画整理組合 

                    理  事  長   吉 田 文 吉 

参 考 

土地区画整理法 
（総会の議決事項） 

第 31条 左の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 
一 定款の変更 

     二 （以下略）  
（総代会） 

第 36条 組合員の数が１００人をこえる組合は、総会に代ってその権限を行わせるため

に総代会を設けることができる。 
３ 総代会が総会に代って行う権限は、次の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の

権限とする。 
 一 （略） 
二 第３４条第２項の規定に従って議決しなければならない事項 
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